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序 文

日本皮膚科学会は,皮膚科学に関する教育 。研究と医療について,その連携連絡を図り,

皮膚科学の進歩 。普及に貢献 し,も つて学術文化の発展に寄与することを目的とする学術

団体である。日本皮膚科学会が主催もしくは支援 して開催する学術大会 (総会学術大会 ,

支部学術大会,地方会),講習会,そ の他の研究集会 (以 下 「学会等」)における発表や講

演は,その積極的な情報共有が皮膚科学の進歩・普及に大いに寄与 し,国民の健康と福祉

の向上に重要な役割を果たしてきた。同時に,発表や講演で共有される医療情報 (皮疹・

皮膚画像写真を含む)には個人情報も含まれ うるため, 日本皮膚科学会が主催もしくは支

援 して開催する学会等において,個人のプライバシーが保護 されるよう,これまでも配慮

されてきたし,これからも十分に配慮されなければならない .

以下の細 目は,上記の認識のもとに日本皮膚科学会が決定 した,学会等での発表や講演

におけるプライバシー保護に関する指針である.本指針は, 日本皮膚科学会が主催もしく

は支援 して開催する学会等における発表や講演の際に,発表者又は講演者が遵守すべき指

針である。また, 日本皮膚科学会員が他の学会等で発表や講演する際にも,本指針を遵守

することが望ましい。

なお,本指針を遵守しても,発表や講演におけるプライバシー保護に関する責任は,常

に発表者 自身に帰することを留意されたい.極めて希少な疾患に罹患 している等,以下の細

目によっても個人を特定できる可能性のある場合は,原則 として,発表内容に関する同意を

患者 (患者でない場合は発表対象者。以下、同じ。)自 身または代諾者から得る.但し,同

意を得ることが困難である,発表や講演の内容を患者である発表対象者が知った場合に診療

上の不都合が生じる可能性がある,な ど特段の事情がある場合には,所属施設の長あるいは

倫理や個人情報保護に関する委員会などの承認を得ることが望ましい .

細 目

1)患者の氏名等

氏名,患者 ID(診察券番号,カルテ番号,入院番号など),イ ニシャル等は個人を特

定できる可能性があるため記載 しないこと。また,生年月日は,学術的に不可欠で

ある場合を除いては記載せず,齢表示 (日 齢,年齢等)とする.

2)臨床検査データ番号

生検,剖検,画像情報等の臨床検査データに含まれる番号等は,個人を特定できる

可能性があるため,記載 しない .

3)患者の人種等

患者の人種,国籍,出身地,信教,信条,生活習慣,嗜好は,学術的に不可欠であ

る場合を除いては記載 しない .



4)

5)

6)

患者の居住地,疾患の発生地

患者の居住地や疾患の発生地は記載 しないこと。但 し,これらの情報が学術的に不

可欠である場合に限 り区域 (都道府県名あるいは市区町村名)ま でに限定し記載す

る (例 :東京都あるいは文京区).

日イ寸

齢表示と時間経過 (初診後何年,何月,何 日,な ど)で臨床経過を記述できうる場

合には,こ の記載法を優先する。日付は臨床経過を知る上で必要となることがある

ため,個人を特定できない場合は,年月までを記載 してよい .

患者の家系・家族歴

患者の家族に関する情報を記載する場合には,家系および家族の職業も含め,患者

および家族個人を特定できないよう十分に配慮する。特に遺伝性疾患においては,

個人または家系を特定できる情報となることで患者および家族の社会的不利益とな

らないように留意する。

患者が診断・治療を受けた他の施設名等

既に他施設などで診断・治療を受けている場合,学術的に不可欠である場合を除い

ては、その施設名ならびに所在地を記載 しない。

皮疹 。皮膚画像写真

顔写真を使用する場合には,内眼角から外眼角,上眼瞼から下眼瞼の睫毛で囲ま

れる範囲を完全に隠す。なお,眼瞼,眼瞼周囲,あ るいは眼球の写真を使用する必

要がある場合は,学術的に不可欠な部分に限つた拡大写真とする.その場合は,1枚
の写真で同時に両眼を含まないようにし,発表内で提示される一連の写真の組み合

わせ (例 :顔写真 (目 隠しあり)と 眼部の拡大写真の組み合わせなど)に よって個

人を特定できないようにする.

衣服・アクセサリー・刺青などの個人を特定できる可能性のある情報や,撮影地

域・場所を特定できる可能性のある背景情報が映 り込まないようにする.但 し,服

飾・アクセサリー・刺青などの情報が学術的に不可欠な場合は,こ の限りでない。
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